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岐阜県農政審議会運営規程（案） 

 

 

（趣旨） 

第一条 この規程は、岐阜県農政審議会設置条例（昭和四十九年条例第十

五号。以下「条例」という。）第九条の規定に基づき、岐阜県農政審議

会（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものと

する。 

                                                                         

（会議） 

第二条 会長は、審議会を開催しようとするときは、あらかじめ日時、場

所及び議案を委員に通知するものとする。 

２ 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が公開しない旨を議決

した場合は、この限りでない。 

３ 審議会の事務を補佐する職員（以下「補佐職員」という。）は、審議

会に出席し、会長の求めに応じて、特定の事項について報告し、又は説

明することができる。 

 

（書面等開催） 

第三条 会長は、審議会の招集が困難な場合は、議事を記載した書面を各

委員に送付のうえ、意見を聴き、又は賛否を問うことや、Web会議シス

テム（映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話

ができるシステムをいう。）の利用による開催とすることで、審議会の

開催に代えることができる。 

２ 条例第七条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用す

る。 

 

（関係者の出席） 

第四条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席者を求め 

て、意見を聴くことができる。 

 

（会議録等） 

第五条 審議会の議事については、会議録を調製し、会議の概要を記載し

ておかなければならない。 

２ 審議会の議事に係る会議録及び審議資料は、公開とする。ただし、会

議録のうち、審議会が公開しない旨を議決した部分については、この限

りではない。 

 

資料３―１ 



- 2 - 

 

（委任） 

第六条 この規程に定めるもののほか、審議の運営について必要な事項

は、会長が審議会に諮って定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和 年 月 日から施行する。 

 



 

岐阜県農政審議会設置条例 

 

                                       （昭和４９年３月２９日条例第１５号） 

 

（設 置） 

第一条 農業振興地域における土地の計画的利用及び農業構造の改善を推進するとともに、農

 村における生活環境を整備し、もって県農業及び農村の振興を図るため、岐阜県農政審議会

（以下「審議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第二条  審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

  一 農業振興地域整備の推進に関する事項 

  二 農業構造の改善に関する事項 

  三 農業団地の育成に関する事項 

  四 農村生活環境の整備に関する事項 

  五 農業企業化資金に関する事項 

  六 その他県農業及び農村の振興に関する重要事項 

２ 審議会は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。 

 

（組 織） 

第三条 審議会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は次に掲げる者のうちから知事が任命する。 

  一 県議会の議員 

  二 市町村長 

  三 農業団体を代表する者 

  四 学識経験を有する者 

  五 その他知事が必要と認める者 

 

（任期等） 

第四条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 

（専門委員） 

第五条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要と認めるときは、専門委員若干人を置く

 ことができる。 

２ 専門委員は、知事が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項について、審議会の会議に出席し、意見を述べることができ

 る。 

４ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

 



（会 長） 

第六条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、そ

 の職務を代理する。 

 

（会 議） 

第七条 審議会の会議は、会長が召集する。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

 る。 

 

（部 会） 

第八条  審議会は、特定事項について調査審議するため、部会を置くことができる。 

 

（委 任）  

第九条  この条例に定めるもののほか、審議会及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が審

 議会にはかって定める。 

 

 

   附 則 

 

１ この条例は、昭和４９年４月１日から施行する。 

２ 岐阜県農業企業化推進協議会設置条例（昭和３７年岐阜県条例第１８号）及び岐阜県農業

 振興地域整備促進協議会設置条例（昭和４４年岐阜県条例第３８号）は、廃止する。 

 

     附 則（昭和５４年１０月９日条例第２４号） 

 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に岐阜県観光審議会の委員である者又は岐阜県農政審議会の委員で

 ある者の任期が満了するまでの間は、改正後の〔中略〕岐阜県農政審議会設置条例第３条第

 １項の規定にかかわらず、改正前の〔中略〕岐阜県農政審議会設置条例第３条第１項の規定

 は、なお効力を有する。 

 

   附 則 

 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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